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改正の方向性（産業動物） 

第一種動物取扱業に追加 

国際基準に則った飼育の推進 

畜産に関連する行政との連携 
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農場で不要になった動物の殺処分方法は非人道的な方法が日常的にとられている 
ニワトリ 
•叩き殺す／焼き殺す／ビニール袋に入れて窒息死／ケージにまとめて入れて溺死させる／
死ぬまで放置し衰弱死または餓死させる 
ブタ 
•叩き殺す／衰弱死させる／首吊り 

2016年 埼玉県 

※複数の農場の従業員からの情報 

生きている 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
事例：埼玉県の養鶏場における鶏の焼殺事件2016年9月22日、埼玉県の養鶏場（育雛業者）で鶏を生きたまま焼却炉に入れていることが判明し、警察に通報。警察が経営者を呼び出し生きたまま焼却炉に鶏が入っていることを確認、証拠写真を抑えた。その場で警察が是正及び焼却炉に入れられた鶏の救出を指導したが、経営者は指導を聞かず警察を大声で攻め立てた後、生きた鶏を焼却炉の中に残したまま帰った。鶏は翌朝生きたまま焼かれたと思われる。行政（動物指導センターと管轄の家畜保健衛生所）が指導に入った際には焼き殺していないとウソを述べた。アニマルライツセンターからのさらなる指導要請に対し、家畜保健衛生所と自治体畜産部は、動物愛護やアニマルウェルフェアについては指導できないと話した。警察は1ヶ月かけて法令を調べてから指導にのぞみ、「昔と今は違う」と伝え、鶏を扱う企業としてアニマルウェルフェアの認識がなければいけないと指導。判明から1ヶ月半かかってようやくこの業者は生きたまま焼き殺すことを中止した。
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農場内での非人道的な⾏為 
強制換羽 
強制換羽を行っている農場は66%。そのうち絶食法は80.6％、絶水絶食法は5％。強制換羽を行うこと
により、死亡するニワトリが一定数でるが、その死因は衰弱や餓死であり、動物愛護法にも違反する。 
絶水まで行う農場が残っていることはもとより、代替手段があるにも関わらず絶食法・絶水絶食法が一
般的に行われている。 

2016年 関東 

畜産技術協会 2014年 

強制換羽で衰弱死した鶏 

代替手段があるにも関わらず、絶食・絶水をさせ、
餓死、衰弱死を招いている 



4 

輸送時の虐待的扱い 

移動させる際にスタンガンを執拗に押し付ける、耳を引っ張り上げる、尻尾を
ねじり上げ骨折させる、殴る、蹴る、蹄や顔を蹴り上げるなどが⾏われている。 
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屠畜場・輸送時の非人道的行為 

2016年、と畜場に運ばれてきた母豚は、血まみれだった。 
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2017年夏、と畜場に運ばれてきた豚たちは、暑さと乾き、過密状態で苦しんで
いた 
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⽜と畜場50.4％・豚と畜場86.4％が飲水できない 

•最大27時間、輸送を含めるともっと長く水が飲めない 
•その為死ぬ前日に飲める水は仲間のし尿や糞まみれの水だけ 

屠畜場・輸送時の非人道的行為 

2011年食肉衛生検査所調査 
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コンテナに積まれた鶏が、頭を挟まれて死んでいることや足が取れている
こともある 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
採卵鶏が廃鶏として出荷される際、バタリーケージから10秒間に6羽を詰め込む。羽や足を掴み、乱暴にケージから出し、叩きつけるようにコンテナに詰め込むコンテナに積まれた際に頭を挟まれて死ぬ採卵鶏が廃鶏として出荷される際、バタリーケージから10秒間に6羽を詰め込む。羽や足を掴み、乱暴にケージから出し、叩きつけるようにコンテナに詰め込む
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と畜場では、野生動物が積み上げられたコンテナの中で身動きが取れない
鶏を、生きたまま食う 
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• 輸送含め１～２日間、飲水もできず、体を動かすことや正しい姿勢で立つことすらで
きない状態 

• 長時間運搬用ケージを積み上げて放置しているため、上段の鶏の糞尿、割れた卵が下
の鶏の体を汚し、濡らす 

• 夏場は一晩放置することでウジ、ハエが湧いており、非常に不衛生な状態 

採卵鶏のと畜場で夜間放置されている 

屠畜場・輸送時の非人道的行為 
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日本 ブラジル 英国 中国 

良い 悪い 

最も
低い 

日本には法律やガイドラインは多少あるが、
実効性がないという評価をされている 

畜産の動物保護、日本は評価が低い 

World animal protectionのレイティングより 
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東アジアの畜産動物の福祉に関する法規制 

中国 

韓国 

• 罰則を伴う（実効性がある）福祉を含んだ家畜法、国家レベルで制定された豚屠殺実施
方法管理条例、豚屠殺管理条例がある 

• と畜に関する基準（豚屠殺の技術基準）が制定されており、内容はOIE陸生動物衛生規
約 第7.5章「動物のと畜」よりも高い基準になっている 

• ガス法か電殺法などにより事前に意識を失わせることが法律に明記（動物保護法） 
• 動物福祉畜産農場の認証が法律に定められており、福祉改善のための資金援助、トレー
ニングなどを提供する事となっている（動物保護法） 

• 農務省が工場畜産からアニマルウェルフェア型に切り替えることを宣言 
• 鶏の飼養面積をEU並にすることを動物保護法に入れることを検討中 

台湾 
• 豚・牛・羊を輸送する従業員は訓練コースを卒業し、在職中の訓練も求められている 
• 「国の主管機関は実際状況に即して人道的に動物を屠殺する準則を制定しなければなら
ない。」とあり、これの準則に従わずに動物を屠殺した場合は罰則がある 
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今回、法律で実現すべきことは 

最低限のウェルフェアの確保 
暴力的な扱いをなくし、 
産業動物の福祉のボトムアップを行う 
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現状の課題と愛護法の改正の方向性 

1.畜産・と畜場では、法遵
守の意識が大変薄い 

2.暴力的な行為が一般化し
てしまっており、自主的
な改善の傾向もほぼない 

 
3.暴力が行われていても発
見できない 

4.畜産関係の公務員が暴力
的行為を見つけても、動
物愛護法やアニマルウェ
ルフェアについての指導
を行わない 

連携機関に、”家畜保健衛
生所””食肉衛生検査所””
畜産に関わる地方⾏政部
局”を含める 

畜産、輸送業、と畜場を
動物取扱業に含める 
 
動物愛護法内に産業動物
についての条項を設ける 
 
国際基準を守り、苦痛を
与えない殺処分方法を規
定する 

課題 改正の方向性案 
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産業動物についての条項案 
（地方公共団体への情報提供等） 
第四十三条の三  ・・・家畜保健衛生所、食肉衛生検査所及び畜産振興及び家
畜衛生を担当する地方公共団体の部局及び都道府県警察の連携の強化、動物愛
護推進員の委嘱及び資質の向上に資する研修の実施等に関し、地方公共団体に
対する情報の提供、技術的な助言その他の必要な施策を講ずるよう努めるもの
とする。 

（動物を畜産業の利用に供する場合の方法、事後措置等） 
第四十二条  動物を畜産業の利用に供する場合には、国際的な基準を踏まえて、
できる限りその動物に身体的、精神的苦痛を与えない方法によってしなけれ
ばならない。 

２  動物を畜産業の利用に供する目的を達成する前において回復の見込みのな
い状態に陥つている場合若しくは病気の感染の予防に必要な場合には、その
畜産業の利用に供する者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつ
てその動物を処分しなければならない。 

３  環境大臣は、関係⾏政機関の長と協議して、また国際的な基準等を踏まえ
て、第一項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めなければならな
い。 

４  動物を畜産業の利用に供する者は、前項の基準を遵守しなければならない。 

赤字が追加案 
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